
［事案 24-57］転換契約無効請求  

・平成 25年２月 25日  和解成立 

＜事案の概要＞ 

契約転換時の、募集人の説明不十分を理由に、転換の無効および転換時の転換前契約の解約

返戻金の支払いを求めて申立てがあったもの。 

＜申立人の主張＞ 

平成 15 年３月に加入した更新型終身移行保険を平成 23 年４月に終身保険に転換したが、転

換の際、募集人から、ご契約のしおり・約款、重要事項説明書の説明がなく、また、転換前契

約の「お祝い金」が支払われるかどうかとの問い合せに対しての説明もなされていない。よっ

て、転換を無効としたうえで転換時に解除したものとして、転換前契約の解約返戻金を支払っ

てほしい。 

＜保険会社の主張＞ 

下記の理由により、申立人の請求に応じることはできない。 

(1)申立人主張の「お祝い金」は転換前契約の生存給付金のことと考えられるが、募集人は、転

換の際、申立人に対して、転換によって転換前契約は消滅し、転換前契約の生存給付金は支

払われないことを説明している。 

(2)募集人は、転換の際、申立人に対して、ご契約内容説明書を用いて転換についての説明をし

ており、ご契約のしおり・約款、注意喚起情報等の書面を交付している。 

＜裁定の概要＞ 

裁定審査会では、申立人は事情聴取において、転換の際に募集人から転換前契約の生存給付

金についての説明がなさされておらず、転換をしたときに転換前契約の責任準備金が転換価格

として転換後契約の保険料に充当されることはなく、満期金として支払われるものだと思って

いた旨主張していたことから、錯誤（民法 95条）による転換の無効を主張し、また転換時に転

換前契約が解除されたと主張しているものと解し、当事者から提出された申立書、答弁書等の

書面および申立人、募集人への事情聴取の内容にもとづき審理した。 

審理の結果、以下のとおり、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、指定(外

国)生命保険業務紛争解決機関「業務規程」第 34 条１項を適用して、和解案を当事者双方に提

示し、その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、和解契約書の締結をもって解決した。 

１．転換前契約が解除されたとの主張については、錯誤の成否を判断するまでもなく、転換の

際に転換前契約が解除されたとする法的根拠がないので、認めることができない。  

２．しかしながら、以下の事情を踏まえると、本件は和解によって解決することが相当である。 

(1)申立人は転換の際、書面にもとづいて募集人から転換の説明を受けたことが認められ、

その書面には、転換のしくみの説明として、転換前契約の責任準備金等を転換後契約の

一部に充当する方法で、現在の契約は消滅する旨、および転換前契約の配当金や据置金、

積立配当金は転換価格に含まれるため、転換後は引き出せなくなる旨が明記されている。 

(2)一方、事情聴取の結果から、募集人は申立人が転換の申込みをする前に、上記の書類を

用いて、個別具体的な転換の説明をしていないことが認められ、申立人は転換後契約に

おいては転換前契約に存在した生存給付金が支払われないことについて、十分理解して

いないことが窺われる。 



(3)さらに、募集人の陳述によれば、転換前契約の更新時期の３年前に申立人の希望によら

ずして転換後契約への転換が行われていること、転換後契約の死亡保障金額は、申立人

の必要保障額等を何ら勘案することなく決定した金額であることが認められるので、こ

の転換が申立人にとって必要かつ適切な転換であったか否かの点についての疑問も残る。 

(4)また、契約申込み後も、募集人は、生存給付金についての申立ての質問に対して、申立

人の自宅のポストにメモ等を投函するのみで、その後の説明もしていないことが認めら

れ、契約締結後の募集人の対応にも問題があったと思われる。 

 

【参考】 

    民法 95条（錯誤） 

  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、

表意者は、自らその無効を主張することができない。 

 

 


